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序言

１．賢明な政治家ほど慎重になる！

２．専門家はアイデア不足！

３．大衆に不安は残る！

Ⅰ．国家の連邦かあるいは連邦の国家か

Ⅱ．Bundは問題解決の手段になるのか

Ⅲ．EUは怪物国家になるとなぜ疑われるのか

Ⅳ．結論：いつ、そしていかにして希望を見出すか

要　　　旨

1951 年に結成された ECSC（ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体）は、戦後のヨーロッパの復興を目指す先

駆的な組織であり、これが中心となって 1958 年には EEC（ヨーロッパ経済共同体）が発効した。1967

年には EURATOM（ヨーロッパ原子力共同体）をあわせ、これら三つの共同体の執行、決定機関の併

合を伴って、EC（欧州共同体）の概念を使用するようになった。その後、イギリス、ギリシア、スペ

インなどの諸国が順次加盟して拡大されていき、1993 年には 12 カ国の間で EU（欧州連合）が正式に

発足した。ここに ECは EUと改名されたのである。2004 年には東欧、南欧の 10 カ国が EUに新たに

加盟し、2007 年 1 月 1 日現在２７カ国の加盟国が共同体を形成している。ＥＵはヨーロッパだけに留

まらず、地理的にはトルコまでの拡大も検討されている。

ところが、その法秩序についてはいまだに理解されていない部分があり、そのことがすでに加盟して

いる諸国の国民に不安を引き起こしている。独立意識の強いヨーロッパの国家が EUという全体的な組

織によって主権を奪われるのではないかという懸念である。加盟諸国の主権を統合することによって

EUは、かつて歴史上にたびたび出現したような、スーパーパワーに成長するのではないかという恐れ

がヨーロッパ諸国民の一部には根強く存在しているのである。

独立した主権国家を糾合してひとつの組織を形成する場合、その法秩序を説明する方法として従来二
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つの法的概念があった。それは連邦国家および国家連邦である。この概念は単純化すれば、国家が連邦

を形成する際にいずれの機構がより強大な力を発揮するかと理解することができる。つまり連邦の権力

が加盟国家の上位にくるならば、各加盟国家の主権が侵害され、逆に連邦を形成する加盟国家の権力の

ほうが強力な場合、連邦とは名目上の存在にしかすぎなくなる。これは、いわば二元論的な対立であっ

た。

EUの場合はどうだろうか。先日国民投票においてＥＵ憲法を拒否したフランス、オランダの例など

は、いずれも EUがいつの日にか加盟国の主権を蹂躙するような超国家となるかもしれないとの疑念か

ら来たものである。しかしながらＥＵの機構は、上記いずれにもあてはまるものではない。ＥＵの法秩

序は、伝統的な「二元論」をとらないのである。EU憲法にたいする理解不足こそが、加盟諸国の国民

に不安を与えている原因である。それは、ＥＵ憲法の規定を正確に知ることによって解消されるであろ

う。

著者は、ＥＵの法秩序を説明するために、試みにドイツ語の“Bund”をあてはめた。“Bund”理論

によれば、加盟している主権国家とＥＵの間には上下優劣の区別がなく、権力は双方の了解により流動

的に移行するとされる。この説明はＥＵを理解する上で最も適切な概念のひとつである。しかしながら、

それは唯一のものではない。憲法学者はじめ専門家には、ＥＵとは何かという質問に答えるために、ヨ

ーロッパの国民すべてが理解できるような新しい概念を見つけ出す努力をすることがもとめられてい

る、と結論づける。

著者ワグナー博士は 1929 年東プロイセン生まれ。テュービンゲン大学より政治学博士号を受ける。

シュツットガルト大学で Golo Mann 教授の助手を務めた後、1972 年ベルリン自由大学の正教授。研究

領域は国家、東西ドイツおよび朝鮮の統合問題、ヨーロッパ統合問題等など。この方面に関する著書が

多数あり、数カ国語に翻訳されている。日本、アメリカ、中国、ポーランド、韓国などの大学から客員

教授として招聘された。ベルリン自由大学を 1995 年に退職。現在、同大学名誉教授。

キーワード：ヨーロッパ連合、法秩序、連邦国家、国家連邦、Bund

序言

350年も前のことになるがプーフェンドルフ（Pufendorf, Samuel 1632-1694）は、ゲルマン民族の

神聖ローマ帝国について次のように述べている。それは、「奇怪、あたかも怪物の死体のごとき」１）

ものに他ならず、かろうじて存在しているものの、生き生きと活動している状態には程遠く、気息奄

奄、膝を使ってやっとのことで這いずっていると言った表現のほうが適切であるという酷評であった。

神聖ローマ帝国を描写したこの表現は、今日我々ヨーロッパが直面しているジレンマを彷彿とさせる。

すなわち、１．我々は、現在形成されつつある欧州連合（EU）なる組織の実態をいかに規定できる

か、２．EUが説明のつかない怪物ではないとすればいったいそれは何物なのか、３．一応説明がつ

いたとしても、もっと適切な説明がないために、「特殊な構造物」、あるいは時には、「奇妙な動物」

などと表現されることのある EUとは一体いかなる法的秩序をもつものであろうか、ということであ
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る。

政治家達は一般に話が EUの法的秩序に及ぶと、あえて断定的な発言をしようとしなくなる。この

テーマについて話そうとする政治家は、物笑いの種になるのが関の山であることを知っているからで

ある。他方法律の専門家は、公の場では沈黙するかあるいは彼らの間だけでひそひそと話すだけなの

である。大衆はといえば、EUの性格付けについて完全な無関心と強い関心の間を揺れ動いているの

が現状である。ごく「一般的な市民」としての我々は、いったい何をすべきだろうか。こうした状況

において我々のできることといえば、EUの政治形態の定義付けが不可能であるということを認める

くらいのことだけなのだろうか。この問題を小論が完全に解明するとは思わないが、せめて問題の核

心がどこにあるかということは理解できるかもしれぬ。それがいささかでも達成されるなら、小論に

存在の意義なしとしない。

１．賢明な政治家ほど慎重になる！

政治家たちは、それが必要となったときに限って EUを本来の名前で呼ぶことをなぜ避けようとす

るのか。言葉を失うというようなことはめったにないはずの政治家たちが、EUの本質が討論される

時にかぎって突然言葉が出なくなるのはなぜか。実は彼らにはそうするだけの十分な理由があると本

著者が推断するのは、不必要に敵を作ることを避けようとしているからにほかならない。その「敵」

は、政治家たちが EUを、ある特定の憲法の類型に属するものであると一たび分類するやいなや忽然

として現れ出てくるのである。こうした人々の中には、たとえその分類がいかなるものであろうとも、

「それこそ我々が望まないところである」と、内容もまだ知らないうちから主張することに決めてか

かっているものがいる。それゆえ EUがいったいいずこを指して行くのか、などという根本的な事柄

などについては触れないほうが無難であると政治家たちは考える。かかる消極性がゆえに、知識を深

めたいと望む市民達に対しては、言うことも次のように歯切れが悪い。例えば、統合の過程の中にお

いてこそ EUの将来像が明らかにされるであろうし、EU加盟国の市民諸君は、本来意識も高く賢明

でもあるのだから、時がきたら EUを主導する立場になるだろうというふうに紋切り型に励ますので

ある。一般的に言うと、これは政治家たちがよく行うところの誤魔化しに他ならない。

政治家がうかつにも EUの本質、その構造について明瞭過ぎる見解を表明した場合にはどうなるか。

フィッシャー（Fischer、Joschka）前ドイツ外務大臣がまさにそうであった。ベルリンのフンボルト

大学での評判になった演説でフィッシャーは大胆にも、「ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体（ECSC）」そし

て「ヨーロッパ経済共同体（EEC）」という緩やかな連合体から出発した EUではあるが、いまや国

際的な分野でもっと効果的に活動できるように連邦国家へと変身する時が来たと注意深くはあったが

しかし疑いの余地なく明確な宣言をしてしまったのである。２）当時フィッシャーの演説はメディアの

反響を呼び、各方面から喝采を浴びたものだった。しかし待っていたかのように、反対の声が上がっ
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てきた。「EUはドイツ式の連邦国家には決してならないだろう。我々はそうなることを許さない」、

等などというのである。フィッシャーはこれに対して早速次のように応じた。つまり、ヨーロッパを

一つの連邦国家にするというような目的は我々の世代では勿論、次の世代において達成されるものか

どうかも定かでない、と。これは反論といっても、外相のビジョンの実現は少し遅れるというに等し

いのであって、そもそも見解そのものを変更したことを意味しているのではないのであるからして、

政敵の批判を鎮めることはできるはずもなかった。

フィッシャーの演説は 2000年のことであった。あれからもう５年以上もたっているというのに、

最近行われた EU憲法の国民投票においてフランスやオランダは拒否の回答を出したところを見る

と、あの時に発生したのではないか思える衝撃波の余韻が残っていたのかもしれない。国民投票で

EU憲法が否決された理由は、一にかかって提案内容に関する無知、次いで同憲法の成立はヨーロッ

パの怪物国家の出現に道を開くことになるというまことしやかな噂のせいである。フィッシャー演説

は、たとえ善意からなされたとしても政治的に不用意な声明というものがいかに致命的であるかとい

うことを示す好個の例となった。

２．専門家はアイデア不足！

専門家たち、とりわけ憲法の専門家たちは、こうした EUの概念論争についていかなる見解を表明

すべきか。この問題について講演したり、対立を緩和するような言葉を発することを求められてはい

ないのだろうか。勿論そうしたいと願う専門家たちがいることにはいる。しかし後でこのことを見る

が、彼らはその切り札を自分の手の内にしっかりと、しかし目立つようにしまっておくものなのであ

る。その上で彼ら専門家たちは、EUを定義するに際して、伝統的な使い古された無難な言葉のみを

用いるか、あるいは新しい定義を発見したと触れ回ったことが実は見当違いの考察にすぎなかったこ

とがばれるのを恐れるのあまり、コメントを出すことさえも差し控えようとするかのどちらかであ

る。

明確な結論を出すことを避けるために専門家たちがよく使う口実もしくは方法とは、次の如きもの

となる。まず EUの統合過程がいまだに不完全であると前置きしたうえで、したがって当面まだ何も

正確なことを言える時期に至ってはいないとし、最後に、この問題についてはそれゆえに懸念するに

及ばないのだと遠まわしに付け加えることである。こうした考えは正しくもあるし、間違ってもいる。

EUがこれから向かおうとしているか、あるいは向かわされようとしていると言うべきなのか、その

方向には、絶対的に確実であると言えるものはないという点では確かに正しい。しかしながら法律専

門家たちは、推論という分野においては遠慮深さで知られているわけでは決してない。彼らは本来、

仮定的な議論に熟達しているのだから。
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３．大衆に不安は残る！

ヨーロッパの統合過程は長い間政治家の手にだけ委ねられていたため、「ヨーロッパはいずこに行

くか」という問がヨーロッパの人々の間に持ち込まれたのはつい最近になってのことだった。憲法に

関する国民投票が実施されたおかげで、ヨーロッパの諸国民が直接に舞台の上に上がってきたと言え

るだろう。これこそ、ヨーロッパ憲法の擁護者さえも予想できなかったような顕著な効果である。フ

ランスで示されたように、EU加盟諸国の市民は憲法に反対する多くの理由を持っている。その理由

は多くが国内問題に由来しており、真の意味での憲法問題には関係ないにしても、である。しかしな

がら、EU市民の多くが EUの将来に対する疑念から憲法反対の投票に動いていることも臆断される

し、その可能性を退けるべきではない。

政府が統合を進める一方で、諸国民の側ではそれを冷静に観察し続けるならば、ヨーロッパの将来

の法的秩序は開かれたものとなるだろう。市民が必要としているのは、当然のことながらその旅の目

的地がどこなのかを知ることである。この質問にたいして政治家たちは答えをだすことが出来ないし

その気もないということ故に、市民は不安を感じている。政治家たちのこうした態度に加え、「EU

が超大国になるのではないかとの不安が EU市民のあらゆる階層の中に広まっている」４）ことも事実

である。EUの将来に関する信頼すべき情報の必要性は日に日に大きくなってきている。「ヨーロッ

パ市民の間のかつてなかったような密接な連合（union）」５）という運命について、市民の前に隠し事

をせず、かつ正直であるべき最善の方法は、EUの法的性格という問題にきっぱりと決着をつけてし

まうことである。EUの未来をはっきりさせたいという大衆の願いは差し迫っているのに、EUの完

成像を示して知的判断に訴えることでは遅れをとっている。EUがどこへ進むのかについて知ろうと

する願いが次第に強まっているので、この問題についての分析を避けて通ることは困難となっている。

Ⅰ．国家の連邦かあるいは連邦の国家か

EUの法的性格についての論争の足跡を、憲法および国際公法の分野における文献でたどってみれ

ば、実に様々なヴァリエーションがあることがわかる。６） その多くが一致しているのは、EUが連

邦国家的秩序を持つということである。それでは連邦的秩序とは何かと尋ねれば、そこのところはほ

とんどが漠然とした解釈に委ねられたままであり、見解はしばしば異なってくる。しかし多くの人々

が合意するのは（ヨシュカ・フィッシャーとは違って）、EUは周知の、古典的な、国家のあり方の

基本となる、あの対をなす概念、つまり国家連邦あるいは連邦国家を適用するだけでは十分に説明す

ることができないという、この点であった。なるほどこういう風に説明されると、もっともらしく聞

こえる。なぜならそれはラバント（Laband, Paul）やイェリネク（Jellinek, Georg）など憲法専門家

によって 19世紀末にさかんに流布せられながら、EUの定義を行うについては無力であることがわ

かった理論とは大いに異なるように見えるからである。しかしながらシェーンベルガー（Schönberg-
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er, Christoph）が指摘しているように、古典的な憲法概念では十分に定義することができないといい

ながら、憲法専門家達は今も依然として国家連邦か連邦国家かという二元論を克服するに至っていな

い。「こうした議論のたてかたそのものが二元論の上に成り立っているからである」という。７）なぜ

か。

シェーンベルガーの論理は明快である。EUを国家連邦でも連邦国家でもないとする否定的な定義

は、論議の本質を曇らせるもの以外の何者でもないと断言する。なぜなら、かかる定義は、EUが先

例のない法的秩序であると表現するに等しく、こうした「独特の仮説は、その主張するところとは裏

腹に国家連邦か連邦国家かという問いに答えないまま問題を放置することになる」という。８）したが

って、こうしたアプローチの仕方では、EUとは主権国家であるのかどうか、しかも自己の法的規制

力が及ぶ領域を決定する能力をもつ主権国家であるのかどうか、EUは全体として一個の国民となり

一つの憲法を持つのかどうか、EUは（現在そうではないものと仮定して）将来こうした基準を満足

させるようなものとなるのだろうかなどと、まさに二元論的質問をするようなものであるとみる。シ

ェーンベルガーはこうした現象を、古い考え方を拒否しているように見えて実際には議論のなかにお

いていまだにそれに依拠しているという証拠であるとした。

さらにシェーンベルガーは、 カールスルーエ所在のドイツ憲法裁判所が EUに関する「マースト

リヒト」判決文中において、国家連邦という図式を肯定するような表現をとったことに注目した。こ

の判断は EUがあたかも国家間の連邦であるかのごとき判断を示すことによって、独特の前例を作り

上げたものである。憲法裁判所は、EUを定義するのに国家の連邦（Staatenverbund）という言葉を

用いることによって、先の仮説から、さらにあらたな変種を作り出すことになったのではないか。憲

法裁判所の判断はシェーンベルガーによれば、「EUを当然のことのように一個の国家とみなす考え

の上に立ち」、「国家のような非国家」または「連邦国家のような非連邦国家」９）という政治形態に属

するとした。しかしこれでは解答になっていない。この点に、シェーンベルガーが古典的な連邦国

家／国家連邦の概念に代えるに新しい「分析的な枠組み」をもってする理由がある。シェーンベルガ

ーのその「枠組み」とは、ドイツ語 Bund（union）である。Bundはわれわれが修辞学的にも思想

的にも、連邦国家／国家連邦という二元論からの脱却を可能にしてくれる概念である、とする。シェ

ーンベルガーがボード（Beaud, Olivier）10）に合意して引用するのは、Bundとは連邦国家でなく国家

連邦でもない包括的な第三の概念であり、EUとはまさにそれが形になって現れたものであるという

ことである。11）

Ⅱ．Bundは問題解決の手段になるのか

シェーンベルガーやさらに最近ではプロイス（Preuss, Ulrich）も同様に、「なんと」カール・シュ

ミット（Schmitt, Carl 1889-1994）こそはすべての先達の中で、EUのような共同体が属する特異な

松川　克彦186



カテゴリーに言及して それに Bund という定義を与えた最初の人物だとしている。本著者が「なん

と」、と表現したのは、シュミットがナチスに対して一過性ではあったが共感をもっていたことに加

えて、主権国家を擁護するという点においてホベス（Hobbes, Thomas 1588-1679）学派に属すること

で一般的に知られていた人物だったからである。「非国家」的であると考えられる EUの政治体制の

分析を試みる際に、その論拠を国家主権尊重論者シュミットに求めることが幾分驚くべきことである

という意味なのである。

まず最初に、1928年に出版された 『憲法釈義』のなかで、シュミット がおそらくはこうした

Bundの特徴となる「流動的な均衡」についてどのように述べているかを見てみよう。

「Bund の存在はこれに加盟する国家の廃止を意味するものではなく、国家が Bundを廃止

するものでもない。加盟国家は Bund に従属せず、Bund もまた加盟国家に従属しない。

Bundは、実質的な協力と均衡の中にこそ存在する。加盟国家と Bundの関係は、場合によ

り事例によって常に変転する。極端な場合には Bundは解消して加盟国家だけが残ったり、

あるいは加盟国家が消滅し単一の国家が残ることもある。」13）

シュミットの著作中には、ここで挙げた短い記述以上のものはない。Bund概念が、国家の主権を

万能とする彼の他の理論といかに整合するのかも明らかではない。14）それでもシェーンベルガーは

シュミットの所見を整理してそれを三点にまとめた。第一、シュミットは、古典的な国家連邦概念と

は異なり、Bundを「永続的な機構」であるとみなしたこと。第二は Bundは、古典的な連邦国家の

ように、加盟国家の内政に干渉する権利を有すること。最後は、古典的な国家連邦あるいは連邦国家

の双方とも異なり、Bundは主権の問題には介入しない。つまり、主権は全体にもあるいは部分にも、

つまり Bundにも加盟国家にも与えないということである。15） シュミットの Bund理論は、「各加

盟国家と Bundの間の流動的な均衡状態における永続的な機構」16）として捉えるとよく理解できる。

こうしてみるとシェーンベルガーの貢献は、「今日 EUのなかにおいて少々異なった形態ではあるが

確認でき、しかも永続的に確立されるであろう基本的な状況、つまり主権は、Bundの中においてこ

そ平衡状態を保ちつつ一方から他方へそしてまたもとへと、流動的に移行する状態をとる」17）こと

を確認したところにある。

シェーンベルガーは、Bund理論が EU理解のための最も適した概念であると説明するが、さらに

次の二点を補足する。それは EUの法的秩序と、その市民の二重の市民権の問題についてである。第

一の点については憲法専門家達も、EU の基本的な法秩序は条約にあるのか、あるいは憲法にあると

いうべきなのかという点での合意ができていない。ブルッセルの憲法会議はそのプロジェクトを端的

に、「憲法条約」と表現した。18）しかしながら専門家達は、彼らが連盟／連邦国家モデルに注意を奪
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われるあまり誤って、憲法会議の目的とすべきは、国際法のもとで主権国によって討議された条約を

成立させることにあるのかとか、あるいは国民により国民に与えられた権限により国家の基本法とし

ての憲法を成立させることにあるのか、というような議論の危険をおかすことになった。ある専門家

達は、加盟主権諸国家こそが、この「条約の主人公」であるべきと主張する。なぜなら加盟国家が条

約に調印したからである。これにたいして他の専門家達は、憲法に法的権限を与えるのは「ヨーロッ

パの市民」であると主張するであろう。ある程度は、両者の主張はともに説得力をもつ。しかし彼ら

は条約かあるいは憲法かという二分論に固執するがあまり、自分が全面的に正しくはないということ

を認めることができないでいる。

シェーンベルガーが言うには、もし上記専門家の両グループがともに Bund理論を受け入れるよ

うな度量の広さを示すならば、「加盟国家はその独自の自治的、法的、政治的形態を維持しながら全

体の制度の上では密接に連合したものとなる」ことを容易に理解することができるだろうに、惜しま

れるとのことである。19）

EU市民がいかなる国家に所属するのかとの問題、国籍問題も、これに極めて類似している。ただ

し古典的な憲法理論家にとっては問題というほどのことではない。つまり国家連邦では、国籍とはた

だ加盟国家の国籍があるのみであり、連邦国家にあっては、国籍は特定の状況においてではあるが、

構成国家の一つの市民権によって置き換えられるものだからである。しかしながら EU憲法は、EU

市民権を明白に「二重」とする。欧州憲法第Ⅰ‐ 10条「連合市民権」（１）：

「加盟国の国籍を有する者は、連合市民である。連合市民権は、加盟国の国籍に代わるもの

ではなく、これに付加するものである。」

二重の市民権などというものは古典的な憲法教義の信奉者にとっては、国家権力に対する冒涜以外

の何者でもない。しかしこれは Bundのモデルの下ではごく普通のことなのである。

本著者はさらに、古典的憲法学派は妄想と受け取るが、Bund 理論に固有のものである一例を紹介

したい。それは EUからの脱退の決定についてである。以前の EUの諸条約ではこれについて言及さ

れなかった。そのため今回提案された憲法第Ⅰ－ 60条が特に驚きを引き起こしたのである。 「連

合からの自主的脱退」（１）

「いずれの加盟国も、その憲法規定に従って、連合からの脱退を決定することができる。」

国家連邦から脱退する権利は、いかなる加盟国家にとっても譲渡できない権利として認められてい

る。他方、連邦国家から構成国家が脱退する権利は、否定されている。通常、連邦国家の憲法は脱退
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問題については言及しない。しかしながら、その加盟諸国の主権を尊重する EUは、加盟諸国の脱退

の道を閉ざしてしまうべきではない。なぜならばこれは、加盟諸国家の奪うべからざる権利だからで

ある。EUの法律の論理を首尾一貫させるためには、「脱退」は「追放」と平行して議論されるべき

である。欧州憲法はその第Ⅰ－ 59条で構成国の権利の「一時停止」を許容しているのではあるが、

EUからの「追放」を規定するところまで踏み込まなかった。第Ⅰ－ 59 「連合加盟と結びついた特

定の権利の停止」（３）は、次のように予測する。

「…理事会は、この憲法の適用から当該加盟国に生ずる特定の権利を、当該国を代表する理

事会構成員の決議権を含めて停止する欧州決定を、特定多数を持って制定することができ

る。」

これらの三つの例、「憲法条約」という表現をとったこと、「二重の市民権」という全く新しい考え

を導入したこと、「脱退の権利」を加盟国家に承認したこと、これらは従来の古典的な憲法解釈では

説明できなかったものである。EUの特殊な性質を説明するためは、従来とは異なる概念が必要とさ

れていると考える。Bund についてのシュミットの見解に関しては、これが適切な解決になりうるか

どうかこの小論の終りに振り返ることになるだろう。

Ⅲ．EUは怪物国家になるとなぜ疑われるのか

EUは加盟諸国の連合体であり、単一国家ではない。しかもまだ共通の外交、安全政策をとる立場

にもないのに、見出しのような国家になろうとしていると非難されるのは理に合わない。EUは現在、

その絶大な力を発揮するどころか、内部崩壊の方が深刻な問題となっているのである。そのような事

情があることも知らず、EU憲法が成立すればすぐにでも抑制のきかないほどの力をもち、猫をかぶ

っておとなしくしていても実際はすぐにでも牙をむき出そうとしたがる虎になる、とみなす人は多い。

こうした噂は東欧だけでなく西欧でも吹聴されている。こうした疑念はどこからきたのか。

著者は、中・東欧の人々が過去ソ連によって受けたところの経験から、再びここで超大国の支配の

もとにおかれるのではないかとの懸念を持っていることについては深く同情するものである。しかし、

EUの仕組みと能力を充分に理解するなら、それは杞憂にすぎないと保証できると考える。なぜなら

EUの機構全体は、過去にあり、今ある帝国とは異なっているからである。EUの中央権力が加盟国

家の権限と均衡を保つ限り、権力が頂点へと集中することは考えられない。あらゆる帝国がそうであ

ったように、加盟諸国の最後の砦が引き倒されて後に始めて、何であれ（たとえ民主的なものであっ

ても）帝国主義的な野望が実現されるのである。EUの現状をみれば、これを疑わせるに足るものは、

何もない。提案された憲法案はまさにそうした状況の発生の危険を予測して、それを回避せんとする
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ものなのである。

EU憲法を受諾すれば、国民としての存在が危険に陥ることになるなどと一体何が西ヨーロッパの

人々に信じさせたのか。EU憲法の条項がそれについて何の責任もないことはわかっている。なぜな

らそれは現状の法文化以上のものではないからである。こうした疑いは、著者が思うに、自らの国家

の存在を危険にさらすことになるかもしれない旅の目的地がどこになるのか不明であるし、しかも行

く先の知れない冒険のためにさらに奮闘せよと励まされるところから生ずる。ヨシュカ・フィッシャ

ーのような人物が、正直な将来像を開陳すると、つまり旅の目的地は連邦国家の形成であって、それ

は EU憲法においては否定されておらず単に留保されているに過ぎないと正直に語ると、人々はフィ

ッシャー支持をやめ、フィッシャー支持者のほうは何も言わなくなる。

要するにヨーロッパの市民は、自分たちが滑り台の上に立っており、滑り降りるとそこには超国家

EUが待ちかまえているというようなことになるのを恐れており、その恐れには理由がある。彼らは

自分達の国家がアメリカ合衆国の州やドイツの州のように格下げされることのないよう望んでいる。

アメリカやドイツのような状況は行き過ぎであると感じているので、EUの最終目標が連邦国家実現

にあるのではないと、誰かが安心させてくれるのを待っているのである。彼らがこの点についての保

証を受け取らない限り、まるで「牢獄へ」引かれていく途中のような不安に苦しみ続けるだろう。

こうした疑いにたいして何と説明することができるだろうか。どうすればその心配を宥めることが

できるだろうか。これはひとえに、EUが今後どう展開していくかにかかっている。つまり EUは連

邦国家となるのか、あるいは加盟国家の連合体なのか。議論は一巡りしてまた振り出しに戻ってきた。

ヨーロッパの人々はどう考えているのか。古典的なヨーロッパの連邦国家の再現なのか、またはシュ

ミットの Bund理念にいう諸国家の連合なのか。換言するなら、ヨーロッパは中央集権化された超

国家を遅かれ早かれ生み出すか、あるいは非中央集権化された非国家的連合を選ぶかという問いに答

えなければならないところにさしかかった。

多くの政治家たちが意識的にせよ無意識にせよ夢見てきたヨーロッパ連邦国家の形成が、人々の存

在と同一性をどれほど損なうかという問題について触れねばならない。すでに述べてきたように、答

えは明瞭なはずである。古典的な憲法理論またはアメリカ合衆国やドイツ連邦共和国のような連邦国

家を歴史的経験に照らすならば、連邦国家ではその基礎的底辺から頂点に至るまでのあらゆる段階に

おいて権力の再配分を行う可能性があることがわかる。なぜなら連邦国家は自ら法の適用範囲を定め

得るし、それも自らが保持する権威によって決定できるからである。このことは、連邦国家が自身の

存在と効果的な機能の遂行のために必要であるとさえ見なせば、自己の諸機関に意のままに権力を与

え得ることを意味する。この過程は構成国の権利の喪失を意味し、構成国が中央の権力によって無力

にされるまで続く。連邦国家では、このようなことが起こりうる。構成国は最終的には国家としての

能力をも含めて、連邦のためにすべてを犠牲にすることになる。
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構成国の自己崩壊に等しいこうした権力の喪失は、どうすれば防げるか。唯一の方法は、権力を中

央機関に委ねるのではなく、本来その権力を保持していた構成国の手中におさめておくことである。

これがシュミット の Bund理論 と、連邦国家の間の相違を理解する鍵である。連邦国家は、その権

限は自己の機関を通して自らが決定するのであって、権限の大きさを決定したりあるいは構成諸国に

その権能の一部を付与する際に、誰の干渉もうけない。これにたいして Bundでは、権限は全体と

構成国の間で流動的に移行する。権限の配分は個々のケース毎に両者の間の契約によって決定される

ことになる。つまり憲法の改訂などによってである。換言すれば、Bund の構成国家は、自らがその

権限を行使することができないという条件のもとにおいてではあるが、Bund に対していかなる権限

を付与するか，するとすればいつか、ということを決定する。

これは欧州憲法の第Ⅰ－１「連合の設立」（１）において予見されている手続きである。

「…この憲法は、欧州連合を設立し、加盟諸国はこの連合に、自己の共通の目標を実現する

ために管轄権を委譲する。連合は、この目標に資する加盟国の政策を調整し、加盟国より自

己に委譲された管轄権を共同体的方式で行使する。」

この条項は、すべての加盟国は EUに権能を与えるときには共同して行動することを明記している

だけでなく、これらの権限が「共同体意識の下で」執行されるということを示したものである。加盟

国がいかなる手段と方法によってこれら政策の実行を調整するのかについては、加盟国家は共同体の

諸機関の決定をコントロールする権利を留保するという言葉で表現されている。加盟国はそれゆえに

実権を握っているのである。権限は、加盟国の各々が合意したときにのみ、「共同化」される。権限

を持つ代表の多数決によって、EUの機関の創設、あるいはこれらの機関がもつ権限の範囲を定める。

この意味において、加盟国家は、自らすすんで権限を譲り渡すことがない限り、「条約の主人公」で

あり続ける。

これらのことは、EUがスーパー国家に変身することを妨げるのに十分な防御壁になると思える。

現在加盟国家が排他的な権限を享受している分野は；

・文化、科学、教育、養育

・社会保障、年金制度

・外交および安全政策

・財政政策

これらの領域に関する決定権は独占的に加盟国家に属しており、その限りにおいてヨーロッパ超大
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国の出現を懸念すること自体意味ないことと思える。外交と安全保障政策―軍事と軍備―が共同化さ

れたとしても（これについては加盟国家の間でも意見が分かれているところであるが）、EUの Bund

的性格を変更することにはならないであろう。EUがこうした独特の形態を維持する限り、加盟国家

がその権限を奪われて自治を喪失するというのではないかとの恐れは杞憂に終わる。Bund は、その

構成国が国家としての性質を有する限り、Bundとしてとどまるのである。

Ⅳ．結論：いつ、そしていかにして希望を見出すか

結論において、EUを特徴付ける概念の問題、特に EUが属する法秩序の問題に戻りたい。本著者

はすでに、EUの法秩序の決定は政治的な理由から緊急に必要とされているということを、またこの

ような決断を下すことは結局は避けられないということを論じてきた。これは、憲法中に明記されて

いる事実が暫定的なものとして扱われるのではなく、そのまま認められ、正当な名称で呼ばれるよう

になれば実現されるであろう。

本論で、EUの本質を把握しようとして現在用いられている多くの用語の中から Bund を選んだの

は、その普及のために尽力しようとする意図からではないし、Bund こそが問題解決になると考えて

いるからでもない。しかしながらこの Bundという言葉は本著者に、ヨーロッパ統合という稀有な

運命に遭遇してその法秩序探求に反映させようという動機を与えてくれたのである。著者は簡略に二

つの例を挙げてこれを説明することで、小論をしめくくりたい。それは、「国家」と「全体主義的国

家」の概念である。

周知のように、我々の近代的な「国家」の概念は、マキャヴェッリ（Machiavelli, Niccolo 1469-

1527）に帰着する。彼はイタリア語で「共通の財産」を意味する“lo stato”という言葉から、一個

の概念を作り上げた。その概念でもって、北イタリアの都市運営の価値を高め、都市にそして都市に

依拠する貴族たちに最高の政治権力を認めたのである。この表現は後に、公国や王国の統治あるいは

公的機関を意味するのに使われるようになる。さらに法律制度や政治的権威を独占するような政治的

共同体に拡大されていき、「国家」の概念が確立されるに至ったのである。この言葉は、明らかに他

とは異なる特異な政治秩序を表現するものであったので、翻訳や言い換えによってその意味が変容も

したが、さまざまな言語に一般的に使用されるようになった。この国家という概念についてシュミッ

トは、20世紀は国民国家の黄金時代に最終的にカーテンが引かれる時代となったと述べて、次のよ

うに書いている：

「政治的統一のモデルとしての国家、すべての独占体の中でも最も驚くべき独占を享受して

きた国家、すなわち政治的決定の独占体、ヨーロッパの体に西洋合理主義をまとった輝かし

い構造物は、権威を失いつつある」。20）
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この概念がイタリアに起源をもつことも、またこの概念の発明者が長い間一種の好ましからざる人

物とみられてきたマキャヴェッリであることも、この概念が特定の政治的な秩序を現すためにその秩

序の価値を高めたり、低めたり、あるいは高く評価されたり批判をうけたりして世界中に知られ、利

用されることの妨げにはならなかった。

「全体主義国家」の概念の発展はこれとは異なる。それが最初に使われたのは、トクヴィル

（Tocqueville, Alexis de 1799-1856）が 1837年に著した『アメリカにおける民主主義』においてであ

る。その中でアメリカ人にたいして、宗教的価値と社会的にはその多様性を基礎とする政治システム

を放棄することのないよう忠告したものであった。ムソリーニ (Mussolini, Benito 1885-1945) は、フ

ァシストイタリア国家に積極的な概念を当てはめ、賞賛して、それを「全体主義」と呼んだ。この概

念は後に変化して、二個の特別な現代的な「全体主義的システム」：共産主義と国家社会主義という

激しく競合する概念に結びついている。

これら重要な言葉の政治的概念をその語源に遡って考えたことからわかる事は、例え今この言葉を

好んで用いていても、それが将来どのように使用されるかということには必ずしも影響を与えないと

いうことである。特にこの言葉を使用している人々が、歴史的背景に気づかないなら尚更である。キ

ルヒホフ（Kirchhof, Paul）によって創られた「国家の連邦」21）という言葉を、翻訳上の困難を理由

にして批判した者は、Bundの概念にも反対していたことを思い出すべきである。Bundという言葉

は、フランス語でも英語でも翻訳されているが、すでにドイツ語おいてさえ異なってきている。

ドイツ人が Bundというときは、彼らは軍隊における強制的な兵役について思い浮かべる。たとえ

ば「あの人は Bundに就いていた」というように。フランス語でこれは、「連合」または「連邦国家」

という意味で使われる。英語でも同様の訳がなされるが、すでに本来の Bundが持つ意味からはずれ

ている。ドイツ語で、旧約聖書（Alter Bund）、新約聖書（Neuer Bund）と言うときの Bundは、英

語では「信仰誓約」または信者間の「盟約」（covenant）という意味で用いられる。フランス語と英

語で Bund にあたる言葉は、すでに意味が確定しているので、まったく新しい特別な翻訳が可能であ

るとは思えない。ドイツ語の Bundそしてフランス語と英語では連合（union）として用いられてい

る言葉は簡潔で便利な概念なので、人々は自分の好きな意味に受け取っているのである。著者はしか

しながら、Bund概念を受け入れやすくさらにポピュラーにする必要があるかどうか確信はない。そ

れを除外もしないのだが。

EUの概念化についての結びの言葉としては、品位を落としたりあるいは現実以上に賛美すること

を避けて、十分に中立的であるような、語義にとらわれないような、国際的な使用に耐えうるような

概念が発見されるまで待つ意外に何もすることがないのではないかと考える。しかし、上で議論され

てきた問題が解決されるならば、その概念を発見することは成功すると確信している。
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EUの正確な定義がないことは、プーフェンドルフの時代に神聖ローマ帝国に関して起こったよう

に、苛立ちと不満 22）を引き起こす言葉の意味の上での空白を作り出すことになる。明確な解決がな

されなければ、このような空白が生じ、そこには非合理的な対応が伴うであろう。不明確さを避ける

ことだけが、こうしたことを防ぐのである。EUが描きだしたような新しい法秩序にたいして、万人

が共有できる名称を与えるために、新しい法的概念が必要とされている。我々は、現在この概念形成

に向けた動きを目撃する証人に他ならぬ。
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Abstract

What is the European Union?  How can we characterize it?  To what legal order does this communi-

ty belong?  

Definitive answers to these questions are urgently needed.  To say nothing of the rejection of the

EU Constitutional Treaty in France and the Netherlands, many citizens in other EU countries have also

vented their opposition to the proposed European Constitution based on their growing concerns over

the future of the EU.  Some people are worried that the EU is on the way to becoming a super-state.

Such fears among the European peoples arise from the conviction that, since no one can tell them

where the journey of the EU is heading, they must brace themselves for an adventure which could

threaten the existence of their own nation-states.  These fears are caused by the lack of understanding

of the EU.  

The EU is not a (European) federal state in the traditional sense which may dominate its member

states, but is merely an association of states which allows each member state to exercise its sovereign

decisions.  At first glance, the German word Bund seems to be a rather suitable term to identify the EU.

In a Bund, the member states set up joint institutions through which they work closely together, but

each member state remains autonomous and is able to maintain its own political and legal existence.

The powers are not concentrated in central organs but instead are shared between the Bund and its

member states.  But attempts to explain the nature of the EU by using the term Bund are not satisfacto-

ry because it does not suffice to explain the concept of the Community. 

The lack of a precise definition for the EU, however, evokes irritation and discontent among its citi-

zens. Thus, a new concept is urgently required for a common understanding of the EU across Europe.
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